
須賀児童遊園

福祉教育常任委員会

総
務
政
策
常
任
委
員
会 

●
議
案
第
26
号

香
取
市
過か

疎そ

地
域
持
続
的
発
展
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

香
取
市
過か

疎そ

地
域
持
続
的
発
展

計
画
を
令
和
12
年
度
ま
で
延
長

Q
具
体
的
な
変
更
内
容
は
。

具
体
的
な
変
更
内
容
は
。

A
令
和
７
年
度
末
ま
で
の
計
画
を
令
和

令
和
７
年
度
末
ま
で
の
計
画
を
令
和
1212
年
度
ま
で
延
長
す

年
度
ま
で
延
長
す

る
も
の
で
す
。
今
回
の
計
画
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
事
業
は

る
も
の
で
す
。
今
回
の
計
画
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
事
業
は

8383
事
業
で
、

事
業
で
、
過か

疎そ

債さ
い
さ
い

を
活
用
し
て
い
る
主
な
事
業
は
、
農
業
基
盤

を
活
用
し
て
い
る
主
な
事
業
は
、
農
業
基
盤

整
備
等
推
進
事
業
、
生
活
向
上
緊
急
道
路
対
策
事
業
、
公
共
下
水

整
備
等
推
進
事
業
、
生
活
向
上
緊
急
道
路
対
策
事
業
、
公
共
下
水

道
事
業
、
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業
と
な
り
ま
す
。

道
事
業
、
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業
と
な
り
ま
す
。

 PICK UP 4

生
活
経
済
建
設
常
任
委
員
会 

●
議
案
第
20
号

香
取
市
火
入
れ
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

条
例
改
正
後
も
消
火
器
具
の

配
置
を
担
保

Q
火
入
れ
の
定
義
は
。
ま
た
、
条
例
改
正
後
も
消
火
器
具
の

火
入
れ
の
定
義
は
。
ま
た
、
条
例
改
正
後
も
消
火
器
具
の

配
置
は
担
保
さ
れ
る
か
。

配
置
は
担
保
さ
れ
る
か
。

A
森
林
ま
た
は
森
林
の
周
囲
１
㎞
の
範
囲
内
に
あ
る
土
地

森
林
ま
た
は
森
林
の
周
囲
１
㎞
の
範
囲
内
に
あ
る
土
地

で
、
で
、
立り

ゅ
う

り
ゅ
う

木ぼ
く
ぼ
く

竹ち
く
ち
く

、
草
、
堆
積
物
等
を
面
的
に
焼
却
す
る
行
為

、
草
、
堆
積
物
等
を
面
的
に
焼
却
す
る
行
為

が
火
入
れ
の
定
義
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
消
火
器
具
の
配
置
は
、

が
火
入
れ
の
定
義
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
消
火
器
具
の
配
置
は
、

の
こ
ぎ
り
、
か
ま
、
な
た
、
ス
コ
ッ
プ
、
バ
ケ
ツ
等
の
消
火
に
必

の
こ
ぎ
り
、
か
ま
、
な
た
、
ス
コ
ッ
プ
、
バ
ケ
ツ
等
の
消
火
に
必

要
な
器
具
を
火
入
従
事
者
に
携
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規

要
な
器
具
を
火
入
従
事
者
に
携
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規

定
し
て
お
り
、
引
き
続
き
担
保
さ
れ
ま
す
。

定
し
て
お
り
、
引
き
続
き
担
保
さ
れ
ま
す
。

 PICK UP 5

福
祉
教
育
常
任
委
員
会 

●
議
案
第
18
号

香
取
市
児
童
遊
園
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

児
童
遊
園
２
園
が
廃
園
に

Q
児
童
遊
園
が
廃
園
と
な
る
理
由
は
。

児
童
遊
園
が
廃
園
と
な
る
理
由
は
。

A
平
成
平
成
3030
年
1111
月
に
実
施
し
た
、
香
取
市
市
民
事

月
に
実
施
し
た
、
香
取
市
市
民
事

業
仕
分
け
の
結
果
、
児
童
遊
園
に
つ
い
て
は
、

業
仕
分
け
の
結
果
、
児
童
遊
園
に
つ
い
て
は
、

要
改
善
の
判
定
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
利
用
実
態

要
改
善
の
判
定
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
利
用
実
態

調
査
を
実
施
し
、
利
用
の
低
い
も
の
か
ら
順
次
廃
園
を

調
査
を
実
施
し
、
利
用
の
低
い
も
の
か
ら
順
次
廃
園
を

進
め
る
方
針
と
し
、
昨
年
度
ま
で
に

進
め
る
方
針
と
し
、
昨
年
度
ま
で
に
2525
園
中
園
中
1212
園
を
廃

園
を
廃

止
し
ま
し
た
。
本
年
度
は
、
利
用
の
低
さ
、
遊
具
の
老

止
し
ま
し
た
。
本
年
度
は
、
利
用
の
低
さ
、
遊
具
の
老

朽
化
が
顕
著
で
あ
る
、

朽
化
が
顕
著
で
あ
る
、
須す

賀が

児
童
遊
園
及
び

児
童
遊
園
及
び
布ふ

野の

児
童
児
童

遊
園
を
、
地
元
区
と
協
議
し
廃
園
と
す
る
こ
と
と
し
ま

遊
園
を
、
地
元
区
と
協
議
し
廃
園
と
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

し
た
。

 PICK UP 2

審
議
結
果

こ
ん
な
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
！

　

令
和
8
年
3
月
定
例
会
を
2
月
24
日
か
ら
3
月
19
日
ま
で
の
24
日
間
に
わ
た
り
開
催
し
ま
し
た
。
3
月
9

日
か
ら
11
日
に
は
予
算
審
査
特
別
委
員
会
、
3
月
12
日
に
は
総
務
政
策
常
任
委
員
会
、
福
祉
教
育
常
任
委
員

会
、
3
月
13
日
に
は
生
活
経
済
建
設
常
任
委
員
会
を
開
催
し
、
令
和
8
年
度
予
算
を
は
じ
め
、
補
正
予
算
や

条
例
の
一
部
改
正
な
ど
、
付
託
さ
れ
た
議
案
を
審
議
し
ま
し
た
。

　

審
議
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

●
審
議
さ
れ
た
議
案
等
…
計
34
件 

市
長
提
出
議
案
…
30
件

 

議
員
発
議
案
…
１
件　

諮
問
…
2
件　

陳
情
…
１
件

 

（
報
告　

１
件
）

3月
定例会

福
祉
教
育
常
任
委
員
会 

●
議
案
第
23
号

香
取
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
及
び
香
取
市
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

地
域
限
定
保
育
士
制
度
が
一
般
制
度
化
さ
れ
ま
し
た

Q
条
例
改
正
の
主
な
改
正
内
容
は
。

条
例
改
正
の
主
な
改
正
内
容
は
。

A
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、地
域
限
定
保
育
士
制
度
が
一
般
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
改
正
に
伴
い
、

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、地
域
限
定
保
育
士
制
度
が
一
般
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
改
正
に
伴
い
、

地
域
限
定
保
育
士
を
追
加
す
る
も
の
と
な
り
ま
す
。

地
域
限
定
保
育
士
を
追
加
す
る
も
の
と
な
り
ま
す
。

※
地
域
限
定
保
育
士
制
度
と
は
、登
録
後
、特
定
の
都
道
府
県
の
み
で
保
育
士
業
務
が
可
能
で
、一
定
期
間
勤
務
の
後
、全
国
で
働
け
る
制
度
で
す
。

※
地
域
限
定
保
育
士
制
度
と
は
、登
録
後
、特
定
の
都
道
府
県
の
み
で
保
育
士
業
務
が
可
能
で
、一
定
期
間
勤
務
の
後
、全
国
で
働
け
る
制
度
で
す
。

 PICK UP 3

総
務
政
策
常
任
委
員
会 

●
議
案
第
19
号

香
取
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

児
童
手
当
の
拡
充
や
妊
婦

の
た
め
の
支
援
給
付
等
の

財
源
を
確
保

Q
条
例
改
正
の
概
要
は
。ま
た
、国
保
税
は
ど

条
例
改
正
の
概
要
は
。ま
た
、国
保
税
は
ど

の
く
ら
い
高
く
な
る
の
か
。

の
く
ら
い
高
く
な
る
の
か
。

A
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に

子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に

基
づ
き
、児
童
手
当
の
拡
充
や
妊
婦
の
た
め

基
づ
き
、児
童
手
当
の
拡
充
や
妊
婦
の
た
め

の
支
援
給
付
等
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
、医
療

の
支
援
給
付
等
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
、医
療

保
険
制
度
を
通
じ
徴
収
す
る
改
正
に
な
り
ま
す
。所

保
険
制
度
を
通
じ
徴
収
す
る
改
正
に
な
り
ま
す
。所

得
割
が

得
割
が
0
・
3
％
、均
等
割
が

％
、均
等
割
が
1
7
0
0

1
7
0
0
円
高
く
な

円
高
く
な

り
ま
す
。

り
ま
す
。

 PICK UP 1
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